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四 

一
路
線
一
営
業
主
義
は
サ
ボ
タ
ー
ジ
ユ
又
は
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
り
公
共
の
福
祉
を
害
せ
ら
る
る
の
危
險
に
常
時
さ
ら
さ

れ
る
も
の
と
思
う
が
、
政
府
の
所
見
如
何
。 

政
府
は
、
定
期
乘
合
自
動
車
営
業
に
関
し
て
は
、
戰
時
統
制
を
そ
の
ま
ま
継
続
し
、
依
然
と
し
て
既
設
会
社
の
独
占
を
保
護

し
、
新
規
出
願
は
運
輸
審
議
会
及
び
道
路
運
送
監
理
委
員
を
内
面
指
導
し
て
、
極
力
不
許
可
の
方
針
を
と
り
つ
つ
あ
り
と
聞

く
こ
と
は
は
な
は
だ
遺
憾
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
次
の
諸
点
に
つ
き
質
問
す
る
。 

三 

一
路
線
一
営
業
主
義
は
、
事
業
者
団
体
法
又
は
独
禁
法
の
趣
旨
に
反
す
る
と
思
う
が
政
府
の
所
見
如
何
。 

一 

昭
和
二
十
三
年
度
以
降
運
輸
省
が
新
規
に
営
業
を
許
可
し
た
る
会
社
名
及
び
キ
ロ
数
を
都
道
府
県
別
に
明
示
さ
れ
た 

い
。 

二 

一
路
線
に
つ
い
て
一
営
業
者
に
属
す
る
も
の
及
び
復
数
営
業
者
に
属
す
る
も
の
の
路
線
名
及
び
キ
ロ
数
を
都
道
府
県
別

に
明
示
さ
れ
た
い
。 

定
期
乘
合
自
動
車
営
業
の
独
占
排
除
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

右
質
問
す
る
。 


